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　10月の初め、私が社会人生活を始めた思い出の地である仙台に行ってきました。
　社会人になったばかりの頃は、英会話教室、ﾃﾆｸｽｸｰﾙ、料理教室とまるでOLさんの
ようなｱﾌﾀｰﾌｧｲﾌﾞの活動をしていて、25年近く経った今もその友達付き合いが続いて
います。
　東北の震災からはもう8年が過ぎ、今年もまた各地で大きな自然災害が起きていま
す。元気な姿で仲間と会えることがどんなに幸せなことであるか実感した旅でした。
　
　

”走る税理士”が教える今月の税務・会計・法務マメ知識

「「「「今月今月今月今月のののの本本本本のののの紹介紹介紹介紹介」」」」 「「「「気気気気まぐれまぐれまぐれまぐれ簡単簡単簡単簡単レシピレシピレシピレシピ」」」」

＜鶏肉のﾄﾏﾄ煮込み＞
・鶏ﾓﾓ　1枚　→8等分ｶｯﾄし塩・ｺｼｮｳする
・玉ねぎ　1個　→串切り
・きのこ類　適量
・ﾄﾏﾄ水煮　1/2缶、ｺﾝｿﾒ　1個
　ﾋﾟｻﾞ用ﾁｰｽﾞ適量、ﾆﾝﾆｸ　1/2（粗みじん切り）
①鶏ﾓﾓをﾌﾗｲﾊﾟﾝで焼き、一旦取り出す。
②玉ねぎとﾆﾝﾆｸを炒め、きのこ類を加え、ﾄﾏﾄ水煮を入れ
る。
③ﾄﾏﾄ缶分の水を加え、ｺﾝｿﾒを入れる。
④鶏ﾓﾓを戻し、ﾁｰｽﾞ、黒ｺｼｮｳをふる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【調理師ハタモン】

　

　「Ｔｈｉｎｋ　CIVILITY
    　礼儀正しさこそ最強の生存戦略である」
 　　　　　　（クリスティーン・ポラス　　著　・　東洋経済）

　礼儀の本質について考えさせられる一冊でした。
　礼儀は、ただ単に人に丁寧に接するということではなく、相
手を気遣い尊重し、自分を取り巻く人を元気にする素晴らし
い徳のようなものだと思います。
　元来、日本人は礼儀正しさという美徳を脈々と受け継いで
きた誇り高い民だと信じています。礼儀というものをもう一度
見直してみたいと感じました。

　

 企業の”働き方改革”が社会現象のように騒がれる中、いわゆる副業ビジネスが注目されてい
ます。副業で得た収入は申告までしなくてもと思われる方もいるかもしれませんが、申告しない
ことでどんなペナルティがあるのでしょうか。

　

　””””副業収入を申告しないと無申告によるペナルティがあります副業収入を申告しないと無申告によるペナルティがあります副業収入を申告しないと無申告によるペナルティがあります副業収入を申告しないと無申告によるペナルティがあります””””
　いわゆる副業収入がある方でも、「1か所から給与の支払いを受けていて、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円
以内」であれば確定申告の必要はありません。所得20万円なので、収入からそれにかかる経費を差し引いた金額が20万円以内
で収まるのかで判断します。
　これを超える方が申告をしなかった場合は次のようなペナルティがあります。

○延滞税
　納期限の翌日から2か月までは年2.6％、2か月経過以降は年8.9％
○無申告加算税
　本来の納付すべき税額の50万円までの部分に15％、50万円超の部分に20％
○重加算税
　悪質な無申告等に対して課されるもので、本来の納付すべき税額の35～40％

　かなり重いペナルティになります。近年は、税務署でも無申告事案に対しては重点的な調査も行われているので注意が必要で
す。

　


